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労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
一
一
月
一

二
日
、「
高
年
齢
社
員
や
有
期
契
約
社
員
の
法

改
正
後
の
活
用
状
況
に
関
す
る
調
査
」
結
果

を
発
表
し
た
（
※
）。
調
査
は
、
今
年
四
月
に

施
行
さ
れ
た
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
お

よ
び
改
正
労
働
契
約
法
に
、
企
業
が
ど
の
よ

う
に
対
応
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
。

改
正
高
齢
法
の
影
響
で
は
、
現
場
力
強
化
な

ど
プ
ラ
ス
面
を
あ
げ
る
企
業
も
多
い
。
改
正

労
契
法
へ
の
対
応
で
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
有

期
社
員
を
雇
用
す
る
企
業
の
四
割
超
が
無
期

契
約
へ
の
転
換
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て

い
る
。
調
査
は
常
用
労
働
者
を
五
〇
人
以
上

雇
用
し
て
い
る
全
国
の
民
間
企
業
二
万
社
を

対
象
に
、
今
年
七
月
時
点
で
実
施
し
、
七
一

七
九
票
（
有
効
回
収
率
三
五
・
九
％
）
の
有

効
回
答
を
集
計
し
た
。

改
正
高
齢
法
へ
の
対
応
に
つ
い
て

　

改
正
高
齢
法
で
は
、
高
年
齢
者
が
年
金
受

給
開
始
年
齢
ま
で
意
欲
と
能
力
に
応
じ
働
き

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
希
望
者
全

員
の
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
を
企
業
に
義
務
づ

け
た
。
法
改
正
へ
の
『
対
応
後
』
の
高
年
齢

者
雇
用
確
保
措
置
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
定
年

の
定
め
の
廃
止（
定
年
が
な
い
）」が
一
・
八
％
、

「
六
五
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
き
上
げ
」
が

一
二
・
九
％
、「
六
〇
歳
～
六
四
歳
ま
で
の
い

ず
れ
か
の
年
齢
に
よ
る
定
年
と
、
定
年
後
の

継
続
雇
用
制
度
」が
八
三
・
〇
％
、「
そ
の
他
」

が
〇
・
八
％
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。

　

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
小
さ
い

ほ
ど「
定
年
の
定
め
の
廃
止（
定
年
が
な
い
）」、

「
六
五
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
上
げ
」
の
回

答
割
合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、「
五
〇
人
未

満
」
の
企
業
で
は
、
四
社
に
一
社
が
「
定
年

の
定
め
の
廃
止（
定
年
が
な
い
）」（
七
・
一
％
）

も
し
く
は
「
六
五
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
き

上
げ
」（
二
〇
・
七
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

改
正
法
に
対
応
す
る
た
め
、
社
内
組
織
や

人
事
・
処
遇
制
度
等
の
変
更
・
新
設
を
行
っ

た
か
ど
う
か
、〈
六
〇
歳
以
上
の
高
年
齢
社
員

だ
け
に
か
か
る
対
応
措
置
〉〈
全
社
的
な
対
応

措
置
〉
に
わ
け
て
尋
ね
た
（
い
ず
れ
も
複
数

回
答
）。〈
六
〇
歳
以
上
の
高
年
齢
社
員
だ
け

に
か
か
る
対
応
措
置
〉
か
ら
結
果
を
み
る
と
、

実
施
割
合
が
も
っ
と
も
高
か
っ
た
の
は
「
賃

金
水
準
の
引
き
下
げ
」
で
二
〇
・
一
％
。
一

方
、
実
施
を
検
討
中
の
施
策
で
は
「
勤
務
日

数
・
労
働
時
間
の
見
直
し
」（
一
四
・
〇
％
）、

「
人
事
評
価
の
見
直
し
」（
一
三
・
〇
％
）、「
六

〇
歳
以
上
社
員
に
適
し
た
職
務
の
再
設
計
・

開
発
」（
一
一
・
五
％
）
な
ど
の
割
合
が
高
い
。

　
〈
全
社
的
な
対
応
措
置
〉
で
は
、
実
施
割

合
は
ほ
と
ん
ど
の
措
置
が
一
〇
％
以
下
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
な
か
で
は
「
賃
金
制
度
の
見

直
し
」
が
一
一
・
三
％
で
も
っ
と
も
割
合
が

高
か
っ
た
。
実
施
を
検
討
中
の
措
置
と
し
て

は
「
賃
金
制
度
の
見
直
し
」
が
二
〇
・
七
％

と
二
割
を
超
え
て
も
っ
と
も
多
く
、「
人
事
評

価
制
度
の
見
直
し
」
が
一
六
・
〇
％
で
続
い

た
。

　

改
正
法
へ
の
対
応
や
、
そ
れ
に
伴
う
社
内

組
織
お
よ
び
人
事
・
処
遇
制
度
等
の
変
更
に

よ
り
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
か
、
あ
る

い
は
今
後
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
出
る
と
思

う
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
複
数
回
答
）、「
総
額

人
件
費
の
増
大
」
が
二
六
・
九
％
で
も
っ
と

も
多
く
、「
社
員
に
対
す
る
健
康
面
で
の
配
慮

の
責
任
の
増
大
」
が
二
三
・
九
％
で
こ
れ
に

続
い
た
。「
ベ
テ
ラ
ン
社
員
の
残
留
に
よ
る

現
場
力
の
強
化
」（
二
三
・
八
％
）、「
高
年
齢

社
員
か
ら
若
・
中
年
層
へ
の
技
能
継
承
の
円

滑
化
」（
一
九
・
三
％
）
も
上
位
に
あ
が
っ
た
。

改
正
労
契
法
へ
の
対
応
に
つ
い
て

　

有
効
回
答
企
業
の
う
ち
、
現
在
、
有
期
契

約
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は

七
七
・
八
％
だ
っ
た
。
同
企
業
か
ら
、
雇
用

し
て
い
る
の
が
「
定
年
再
雇
用
者
」
や
「
臨

時
労
働
者
（
契
約
期
間
一
カ
月
未
満
）」
の

み
の
企
業
を
除
い
た
う
え
で
、
フ
ル
タ
イ
ム

の
契
約
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
の
割

合
を
み
る
と
（
全
有
効
回
答
企
業
の
う
ち
）

六
〇
・
三
％
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働

者
を
雇
用
す
る
企
業
割
合
は
五
八
・
九
％

だ
っ
た
。

　

改
正
労
契
法
で
は
、
有
期
契
約
を
反
復
更

新
し
て
通
算
五
年
を
超
え
た
場
合
に
、
労
働

者
の
申
込
み
に
基
づ
き
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約（
無
期
契
約
）に
転
換
で
き
る
ル
ー

ル
を
新
た
に
規
定
し
た
。
こ
れ
に
ど
の
よ
う

な
対
応
を
検
討
し
て
い
る
か
、
フ
ル
タ
イ
ム

契
約
労
働
者
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者

の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
対
応
方
針
は
未
定
・
分
か
ら
な
い
」が
も
っ

と
も
多
か
っ
た
も
の
の
（
そ
れ
ぞ
れ
三
八
・

六
％
、三
五
・
三
％
）、次
い
で
多
い
の
は
「
通

算
五
年
を
超
え
る
有
期
契
約
労
働
者
か
ら
、

申
込
み
が
な
さ
れ
た
段
階
で
無
期
契
約
に
切

り
換
え
て
い
く
」（
同
順
に
二
八
・
四
％
、
二

七
・
四
％
）
で
、「
適
性
を
見
な
が
ら
五
年
を

超
え
る
前
に
無
期
契
約
に
し
て
い
く
」や「
雇

入
れ
の
段
階
か
ら
無
期
契
約
に
す
る
」
と
の

回
答
を
合
わ
せ
、
何
ら
か
の
形
で
無
期
契
約

に
し
て
い
く
意
向
の
あ
る
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ

四
二
・
二
％
、
三
五
・
五
％
に
の
ぼ
っ
た
。

　

何
ら
か
の
形
で
無
期
契
約
に
転
換
す
る
意

向
が
あ
る
と
し
た
企
業
に
対
し
、
ど
の
よ
う

な
形
で
無
期
契
約
に
す
る
か
尋
ね
る
と
、
フ

ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
お
よ
び
パ
ー
ト
タ
イ

ム
契
約
労
働
者
と
も
、「（
新
た
な
区
分
は
設

け
ず
）
各
人
の
有
期
契
約
当
時
の
業
務
・
責

任
、
労
働
条
件
の
ま
ま
、
契
約
だ
け
無
期
へ

移
行
さ
せ
る
」
と
す
る
回
答
が
も
っ
と
も
多

か
っ
た
（
そ
れ
ぞ
れ
三
三
・
〇
％
、
四
二
・

〇
％
）。
フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で
は
、

次
い
で
「
既
存
の
正
社
員
区
分
に
転
換
す

る
」（
二
五
・
九
％
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約

労
働
者
で
は
「
正
社
員
以
外
の
既
存
の
無
期

契
約
区
分
に
転
換
す
る
」（
一
六
・
二
％
）
が

続
い
た
。
正
社
員
以
外
の
無
期
契
約
区
分
を

活
用
す
る
割
合
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働

者
で
既
存
・
新
設
合
わ
せ
て
二
五
・
〇
％
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で
は
二
六
・

七
％
だ
っ
た
。�

（
調
査
・
解
析
部
）

※
詳
細
はhttp://www.jil.go.jp/institute/

research/2014/115.htm

を
参
照
。
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